
 

平成２７年度 『行政書士制度広報月間』 ＰＲ 

毎年 10 月 1 日から 31 日は「行政書士制度広報月間」と定められ、行政書士制度の普及浸透を     

目的として全国一斉に広報活動・イベント活動が行われます。神奈川県行政書士会の国際業務部門

における活動を以下にお知らせ致します。 

◆◆◆ 神奈川県行政書士会 ◆◆◆ 

申請取次行政書士管理委員会 

＜ 申請取次行政書士－初任者ガイダンス ＞ 

行政書士は 『 国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献する 』 

ことを使命としております。 国際社会のなかにあっては、日本国民のみならず、我が国へ入出国・

在留する外国人と行政とのきずなとして、使命に徹し、信頼に応えております。 

平成元年（１９８９年）６月、外国人と出入国管理行政を所管する法務省入国管理局とのきずなと

して 『 申請取次行政書士 』 が誕生しました。その後入管法施行規則の改正を経て、平成１７年

（２００５年）１月には、誕生当初の承認制度から、現行の各都道府県行政書士会を通じた地方入国

管理局長への届出制度に改められ、各行政書士会において所属する申請取次行政書士に対する

自治的管理能力を高め、外国人と出入国管理行政との円滑化へ寄与して参りました。 

神奈川県行政書士会では、平成２０年（２００８年）６月、『 申請取次行政書士管理委員会 』 を

設置し、新たに申請取次行政書士となる初任者に対し、全国に先駆けて 『 ガイダンス 』 を実施

することで、指導・監督、自治管理機能を強化するとともに、会員の資質向上に努めて参りました。 

ガイダンスでは、申請取次制度の概要、申請取次行政書士の「届出済証明書」使用上の留意点、

申請取次業務・在留手続の遂行上・実務上の留意事項などを約１時間３０分程度講義し、申請取

次業務初任者のモラルと実務的知識の向上をはかっております。 

 

本年平成２７年（２０１５年）は、当神奈川県行政書士会会長が、日本行政書士会連合会の申請

取次行政書士管理委員会の次長として、全国の申請取次行政書士及び広く申請取次行政書士を

利用する皆様と行政とのきずなを深めるべく、制度推進に尽力して参ります。 

多くの皆様に 『 申請取次行政書士 』 の存在を知っていただき、制度のさらなる発展と皆様の

利便性向上のため、申請取次行政書士をご活用いただければ幸いです。            



 

 

神奈川県行政書士会 －国際部－ 
神奈川県行政書士会では、「本邦に入国し又は本邦から出国するすべての人の出入国、及び、

本邦に在留する外国人の公正な管理を図る」等を目的とする出入国管理行政の円滑化に寄与す

べく、業務部である 『 国際部 』、管理部である 『 申請取次行政書士管理委員会 』 を設置して

おります。 『 国際部 』 は、在留外国人等の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与すべく、こ

れらの人々と当会所属行政書士及び所管行政庁である 「 法務省東京入国管理局横浜支局 」

のパイプ役として、『 申請取次行政書士管理委員会 』 は、所属行政書士が、法令会則を守り、

業務に精通し、公正誠実に職務を行うことができるよう、活動をしております。 

『 国際部 』 では、在留外国人等の身近な法律家として 『 無料相談会 』 等を実施しています。 

◆ 『 ３か国語による外国人無料電話相談 』 

２０１０年４月９日より、毎週金曜日１３：３０～１６：３０に、日本語・中国語・英語で、電話での無料 

相談会を実施しております。平成２７年１０月は｛ ２，９，１６，２３，３０ ｝日の五日間実施。 

⇒ ０４５－２２７－５５６０ へお気軽にお問合せ下さい。 

 

◆ 法務省東京入国管理局後援 『 横浜支局内における外国人を対象とした無料相談会 』 

２０１５年１０月２６日（月）午前１０時～午後４時、東京入国管理局横浜支局の全面協力のもと、

同支局内において、今回で４回目となる 『 外国人を対象とした行政書士無料相談会 』 を実施

予定です。言語は｛ 日本語・中国語・英語・韓国朝鮮語 ｝の４か国語で対応予定。 

 

詳細は、神奈川県行政書士会ホームページをご参照。 是非 『無料相談会』 をご利用下さい。 

http://www.kana-gyosei.or.jp/  http://www.kana-gyosei.or.jp/book/english_available 

 

◆ 法務省東京入国管理局 横浜支局員を講師とする 『 入管実務研修会 』 

２０１５年１０月５日（月） 東京入国管理局 横浜支局より講師 をお招きし、最新の出入国管理 

行政・申請取次業務に関する留意事項等を、会員に対してご講義頂く「研修会」を実施します。 

神奈川県行政書士会会員は、在留外国人等の信頼に応えるべく、これらの研修会等を通じ 

日々知識の習得に努め研鑽を積み、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がけております。 

 

多くの皆様に 行政書士・神奈川県行政書士会・国際部 を ご活用いただければ幸いです。 

神奈川県行政書士会   国際部 部長 下川原孝司  

申請取次行政書士管理委員会 委員長 三浦健治  


